
石巻市東学校給食センター会計年度任用職員の募集案内 

 

 

現在、石巻市東学校給食センターでは、令和３年度食物アレルギー等対応給食配送業務に

従事する会計年度任用職員（業務補助員）を募集しています。  

 

１ 勤務条件等  

職 種 業務補助員 

業 務 内 容 
①東学校給食センターから対象校等への給食配送業務 

②配送車及び学校給食センター内外（調理室を除く）の清掃業務 

必 要 条 件 普通自動車運転免許（必須） 

任 用 期 間 
採用時から令和４年３月３１日まで 

（任用開始から１か月間は条件付採用（試用期間）） 

勤 務 場 所 石巻市東学校給食センター（石巻市明神町一丁目４番１７号） 

勤 務 日 

①毎週月～金曜日の給食実施日 

②１週間につき２０時間（以内）とし、学校給食センター所長の指定する

日及び時間 

勤 務 時 間 ９時１５分～１５時００分（休憩：１２時００分～１２時４５分） 

休   日 
土・日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、 

１２月２９日から翌年の１月３日までの期間 

報 酬 単 価 時給８５４円 

支 給 日 翌月１０日 

通 勤 手 当 通勤距離（片道２㎞以上から対象）、週の勤務日数により支給されます。 

期 末 手 当 任用期間、勤務形態等により年２回支給されます。 

雇 用 保 険 雇用保険が適用されます。 

休 暇 等 
年次有給休暇（７日）が付与されるほか、特別休暇として該当するものが

あります。 

 

２ 応募・選考等  

採 用 人 数 １人 

応 募 方 法 
履歴書（６か月以内に撮影した顔写真貼付）を申込先に郵送又は直接提出

してください。 

応 募 期 間 随時 

申 込 先 

石巻市東学校給食センター 

住所：〒986-0027 石巻市明神町一丁目４番１７号 

電話：0225-22-2570 

選 考 方 法 書類選考及び面接試験 

選 考 日 時 随時 

選 考 結 果 文書又は電話 



３ 対象・資格  

 (1) 次のいずれかに該当する者は、応募できません。 

ア 石巻市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

  

４ その他  

(1) 次に該当する場合は、採用を取り消すことがあります。 

ア 履歴書などに虚偽の記載が判明した場合 

イ 必要とする免許・資格などを取得していない場合や当該免許・資格などが取り消 

されている場合、業務の停止を命じられている場合 

(2) 会計年度任用職員は、地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法

令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、

職務に専念する義務、政治的行為の制限）が適用されるほか、同法に規定される懲戒

の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象になります。 


